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洞爺湖町営バス運行条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条～第１２条（略） 

 

（町による管理） 

第１３条 （略） 

２ 前項の場合における第６条第３項及び第１０条の規定は、次の表の左

（運賃の割引） 

第９条 町長は、次の各号に掲げる者の運賃については、第７条に規定す

る運賃の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を割

り引いた額とする。 

⑴ 小学生 ５０％ 

⑵ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の介護

人 ５０％ 

⑶ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚

生事務次官通知）の規定により、療育手帳の交付を受けている者及び

その者の介護人 ５０％ 

 

第１０条～第１３条 （略） 

 

（町による管理） 

第１４条 （略） 

２ 前項の場合における第６条第３項及び第１１条の規定は、次の表の左
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欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

第６条第３項 指定管理者は、特に必要が

あると認めたときは町長の

承認を受けて 

町長は特に必要があると

認めたときは 

第１０条 指定管理者 町長 

 

第１４条及び第１５条 （略） 

 

別表第２（第７条関係） 

利用者の区分 乗車１回当たりの運賃 

１ 一般（中学生以上。ただし、第３項から第

５項までに規定する者を除く。） 

１６０円 

２ 小学生 ８０円 

３ 洞爺湖町高齢者入浴助成事業に関する条

例施行規則（平成１８年洞爺湖町規則第６３

号）第４条第１項の規定により発行する洞爺

湖町高齢者福祉証を提示する者 

１００円 

４ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８ ８０円 

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

第６条第３項 指定管理者は、特に必要が

あると認めたときは町長の

承認を受けて 

町長は特に必要があると認

めたときは 

第１１条 指定管理者 町長 

 

第１５条及び第１６条 （略） 

 

別表第２（第７条関係） 

運賃の額 乗車１回につき１６０円 
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３号）第１５条第４項の規定により、身体障

害者手帳の交付を受けている者及びその者

の介護人 

５ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日

厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）の

規定により、療育手帳の交付を受けている者

及びその者の介護人 

８０円 

 

 

 


